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総 説

障害児・有病児の歯科移行期医療

白川 哲夫

は じ め に

近年，小児期医療から成人期医療への移り変わりを
スムーズに，また，計画的に行うための移行支援が注
目され，移行期医療として小児科医を中心にさまざま
な取り組みが行われている。小児期発症の慢性疾患を
もつ患者がその対象となっており，心当たりとして筆
者がこれまで大学の付属病院で歯科治療を担当してき
た有病児で，当該の慢性疾患について成人の診療科へ
の転科が検討されたけれども結局小児科受診を継続す
ることになった，という話を耳にしたことがある。小
児期から長期にわたって担当してきた主治医は病態そ
の他を詳細に把握しているはずで，長期的展望のもと
に成人期医療への移行を検討したものと思われるが転
科には至らなかったわけである。移行支援と転科・転
院は異なる概念として捉える必要があるが１），年齢と
ともに変化する病態や合併症への対応を第一に考えた
とき，成人の診療科への転科・転院が移行の大きな区
切りになることは確かであろう。

歯科の移行期医療の現況

歯科においても，小児歯科からおもに成人を担当し
ている診療科への転科・転院が望ましいと判断するタ
イミングがある。しかし，通常行われている歯科での
転科や転院の事情は，おそらく慢性疾患があって小児
科で長期管理をしている患者の場合とはだいぶ違うの

ではないかと考える。というのも，一般の小児歯科に
定期的に通院している患者の大半は健常児であり，歯
科疾患で最も罹患頻度が高いう蝕（虫歯）については
予防的処置によってかなり発生が抑えられている。転
院の理由は年齢のほか通院の利便性など患者側の都合
によることが多く，また，大抵はコミュニケーション
も良好なので転院に際して受け入れを断られることは
まずない。う蝕や外傷，あるいは先天的な異常等によ
り永久歯の何本かが欠如しているような場合は，成人
期に行う治療であるブリッジやインプラントによる欠
損補綴，あるいは歯科矯正治療が必要になるが，よほ
どの難症例でもない限り紹介先には困らない。むしろ
自費治療が主体になる場合は紹介先から感謝されるこ
とが多い。したがって，医科的な慢性疾患のない患者
については歯科の移行期医療はシームレスに達成でき
る。
ところが，完治の見込みのない身体的・精神的障害

や全身疾患をもつ患者の歯科医療では，担当する歯科
医師にそれらの疾患に対する一定の知識と対応のスキ
ルが求められるため，成人期になって紹介先を探す際
には受け入れが可能かどうかの下調べをまずしたうえ
で問い合わせをする必要がある。大学病院や総合病院
の歯科は別として，一般の歯科診療所では血圧計，パ
ルスオキシメータなどの備えはあっても，内部障害な
どがある患者についての歯科処置時の全身管理に関す
るスキルは乏しい。そのため，例えば，先天性心疾患
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表 1　 小児病院歯科における原則
的な成人期移行年齢

成人期移行年齢 施設数
15 ～ 18 歳 2
18 歳 2
18 ～ 20 歳 1
20 歳 3
決まり無し 8
不明 1
未回答 4
＊全国21施設を対象としたアンケー
ト調査による（2022 年 1 月実施）

の手術歴がある患者の紹介にあたって，循環動態や感
染リスクが健常者とは異なる部分がある，ということ
を事前に伝えた時点で受け入れを断られるということ
がないわけではない。手術後の経過に問題がなくても，
聞き慣れない循環器系の病気をもつ患者を紹介された
ときに，そのような患者を担当した経験の無い歯科医
師が受け入れを躊躇したとしてもやむを得ないことで
はある。内部障害などの慢性疾患に加えて知的能力に
問題があり，コミュニケーションがとりづらい患者に
ついてはさらに転院のハードルが高くなる。そのよう
な状況を改善すべく対策を講じるのが移行支援の主要
な目的ということであれば，歯科においても移行期医
療への取り組みは避けて通れない。

障害児・有病児の歯科医療の移行期

歯科における障害児・有病児の移行期は，個々の患
者の歯科疾患の内容や治療上の難易度に加えて身体
的・精神的特徴を踏まえて判断する必要があり明確な
基準はない。健常児については，移行期に該当する口
腔内の状況として，永久歯列の咬合がおおむね完成し
ていることが一つの目安といえる。すなわち，第三大
臼歯（親知らず）を除いてすべての永久歯が萌出を完
了した時点，ということになり，平均的な歯の萌出の
タイミングからすると 15歳以降が該当する。個人差
や性差はあるものの顎骨の発育もその頃におおむね完
了する。ただし，障害児・有病児では，合併する疾患
によっては顎顔面の発育や歯の萌出・交換時期が健常
児と大きく異なる場合があり，特に肢体不自由児につ
いては歯の萌出が一般に遅めで，乳歯から永久歯への
交換も遅延することが多い。したがって，移行を検討
する年齢としては，一定の幅を持たせて 15～20歳頃
とするのが妥当と思われる。一般社団法人 日本小児

総合医療施設協議会の歯科ネットワークが実施したア
ンケート調査によっても（表 1），歯科移行期医療の
最前線に位置づけられる全国の小児病院歯科が，原則
的な移行年齢を 15～20歳の範囲で考えていることが
分かった。
障害児・有病児について，転院したのち専門性の高

い治療や継続的な管理を委ねることができる歯科医療
機関が見つかるかどうか，また，患者側が新たな医療
機関の受診を抵抗なく受け入れるかどうかは，歯科の
移行期医療において中心的な課題である。また，受け
入れ先の状況とは別に，自宅あるいは居住地から医療
機関までの通院手段，診療室やその周辺のバリアフ
リー対策の有無も重要である。知的能力障害のある患
者については，診療室のデザインや器材の配置，診療
補助スタッフの確保など，受け入れ側に設備やマンパ
ワーについての配慮が求められる。身体障害と知的能
力障害が合併している，あるいは知的能力障害が重度
の患者の受け入れには，より専門性の高い障害児・者
向けの歯科医療環境が必要になるため，大学病院の障
害者歯科，あるいは自治体や地域の歯科医師会が運営
する障害者歯科センターなどが転院先の候補になる。
そのような患者を受け入れている個人の歯科診療所も
全国に存在するが，数は少ない。

さまざまな障害と歯科治療の困難性との関係

恒久的な障害や慢性疾患をもつ患者を小児期から担
当してきた小児歯科医が，成人期歯科医療への移行が
必要と考えて転院手続きに入ろうとしたとき，それを
難しくする要因が少なからず存在する。また，障害の
タイプによって転院先探しの難易度はさまざまである
が，疾患名だけで難易度の高さが予想されるものもあ
る。障害児の口腔管理全般における問題点，ならびに
口腔の機能に障害がある主要な疾患名を表 2，表 3
に示す。
表 3において，脳性麻痺と重症心身障害は口腔機
能の障害として挙げた 5項目のすべてに当てはまって
いる。脳性麻痺は，重症心身障害の主要な原因疾患で
あるが，知的能力障害を伴わない児も一定の割合を占
めており，最近の調査では脳性麻痺児全体の 14.7％
と報告されている２）。しかし，知的能力障害が無いか，
あるいは軽度であっても，表 2で示した「障害児の
口腔管理全般における問題点」の項目について，脳性
麻痺では「1．歯科治療に伴う問題」の①～⑤のほぼ
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表 2　障害児の口腔管理全般における問題点
1．歯科治療に伴う問題
① 協力度が低い小児では歯科治療や日常的な口腔衛生管理が困難なことが多い。
② 健常児と比較して，歯科治療中にさまざまな有害事象が起きるリスクが高い。
③ 健常児と比較して，う蝕の治療後も口腔衛生管理が難しく再罹患しやすい。
④ 健常児と比較して，診療を補助する人員をより多く確保する必要がある。
⑤ 疾患や障害によっては，治療時に健常児より長い時間が必要となる。
2．障害児と保護者についての問題
① 疾患や障害についての治療やリハビリテーションを優先せざるを得ないため，歯科受診する余裕がない場合がある。
② 健常児と比較して，体調不良による急な予約キャンセルの頻度が高い。
③ 利用する交通機関や居住地と歯科医療施設との位置関係によっては，障害に起因する理由で通院が困難な場合がある。
④ 口腔の衛生管理を，自分自身で十分には（あるいは全く）できない場合が多い。
⑤ 保護者の肉体的，精神的，経済的，および時間的負担が一般に大きい。
3．歯科疾患の予防に関する問題点
① 日常的な介助が十分ではない場合，歯口清掃が不良になりやすく，う蝕，歯肉炎，歯周炎に罹患しやすい。
② 口腔機能について，摂食，咀嚼，嚥下，呼吸，唾液分泌，筋活動などに異常や機能低下を認めることが多い。
③ 手指の運動機能が未発達な場合，自身による歯口清掃が十分に行えない。
④ 知的能力障害がある場合，歯科疾患の予防指導に対する理解度が低い。

表 3　各種の疾患にみられる口腔機能の障害
摂食機能・摂食行動の障害 脳性麻痺，重症心身障害，知的能力障害，口唇口蓋裂，視覚障害，

筋ジストロフィー，先天性ミオパチー，Down 症候群など
発声・発語機能の障害 脳性麻痺，重症心身障害，知的能力障害，口唇口蓋裂，聴覚障害，

Down 症候群など
気道の一部としての機能の障害 脳性麻痺，重症心身障害など
感情表現にかかわる機能の障害 脳性麻痺，重症心身障害など
味覚や食物性状の認知にかかわる機能の障害 脳性麻痺，重症心身障害，自閉スペクトラム症など

すべてが該当する。したがって，診療の難易度から判
断すると，重症心身障害に当てはまらない脳性麻痺
児・者についても，障害者歯科を専門にしている医療
機関あるいは障害者歯科医療の経験が豊富な歯科医師
のいる医療機関が転院先として適していると考えられ
る。現状ではその要件を満たす歯科医療機関の数は十
分とは言えず，全国的にみた場合，障害者医療の経験
が豊富な歯科医師の分布には都道府県単位でかなり偏
りがみられる３）。

脳性麻痺・重症心身障害への歯科的対応

令和 3年版の厚生労働白書では肢体不自由が 189.5
万人となっており，身体障害者全体の約 45％を占め
ている。障害児の歯科移行期医療について，病態だけ
でなく患者数からみても脳性麻痺・重症心身障害への
対応の重要度が高いと思われることから，まず，これ
らの疾患について歯科的対応の要点を以下に列記する。

（1）脳性麻痺

①診療時の体位

筋緊張や不随意運動の誘発を避けるよう，反射の抑

制を含めて診療時の姿勢に注意を払う必要がある。
②開口の保持

自ら開口状態を保つことが困難であるため，診察や
治療にあたって開口器の使用が必要である。
③担当医について

担当する歯科医師や介助者はいつも同じであること
が緊張の緩和に有利である。
④異常な反射への対応

急な過開口や咬反射がみられることが多く，緊張が
高まると食いしばりを生じやすい。鏡面がガラスでは
なく金属のデンタルミラーの使用が推奨される。
⑤医療事故の防止

小型の器具や抜去歯などを落下させた場合，誤飲・
誤嚥を引き起こす危険性が高い。姿勢の工夫のほか，
ラバーダムの使用，小器具や装着物の操作時にデンタ
ルフロスを付けておくなどの対策が誤飲・誤嚥防止に
有効である。
⑥呼吸抑制への対応

過緊張や開口器の使用などによって呼吸抑制を起こ
すことがあるため，注意深いバイタルサインの確認が
必要である。
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（2）重症心身障害

異常な筋緊張，四肢の変形や拘縮，脊柱側弯，胸郭
の変形，股関節脱臼などがみられ，体幹や頭部を安定
させにくいため治療を難しくする要因になっている。
①診療時の体位

脳性麻痺と同様に，診療にあたって本人が楽な姿勢
で体幹を保持する必要がある。
②開口の保持

開口の指示に反応が無いか，開口量が小さいため開
口器の使用が必要である。
③栄養摂取方法と歯科疾患

経管あるいは胃瘻で栄養摂取している場合，歯石の
著明な沈着を生じやすい。また，口唇閉鎖不全により
口腔粘膜の乾燥や歯肉の発赤・腫脹がみられる。
④医療事故の防止

留意点は脳性麻痺とほぼ同様である。気管切開され
ている場合，歯科処置中に頻回の痰の吸引が必要にな
ることが多い。
⑤呼吸抑制への対応

留意点は脳性麻痺とほぼ同様である。ストレスで呼
吸抑制を起こすことがあるのでバイタルサインをよく
確認し，何度か休憩を挟みながら処置を行う必要があ
る。

内部障害への歯科的対応

令和 3年版厚生労働白書で内部障害は 122.5万人と
なっており，身体障害者全体の 29％を占めている。内
部障害に含まれる疾患のうち，例えば，先天性心疾患
については移行期医療への支援体制の整備が進みつつ
あるとの論説がみられる４）。歯科においては，現在も
先天性心疾患の患者の歯科治療の受け入れ先探しで手
間取ることがあるが，例えば，虚血性心疾患の成人患
者を受け入れている歯科医療機関であれば，多くの場
合受け入れ可能と考えられる。ただし，知的能力障害
を合併している場合は受け入れ先の確保が難しいこと
が多い。ここでは先天性心疾患と急性熱性皮膚粘膜リ
ンパ節症候群についての歯科的対応の要点を参考とし
て挙げておく。

（1）先天性心疾患

①留意事項の確認

主治医と緊密に連絡をとり，現在の心機能や合併す
る疾患の有無，歯科処置に際しての留意事項を十分確

認しておく。
②う蝕の治療と予防

う蝕は発見次第早めに治療を行って進行を防ぐ。養
育者と良好な関係を築いたうえで，う蝕や歯肉炎の予
防に積極的に取り組むよう指導することが重要となる。
③行動調整法の選択

知的能力障害を合併している場合は，治療時の身体
抑制の可否を含めて適切な行動調整法を選択する。
④感染性心内膜炎の予防

観血的処置では日本循環器学会のガイドライン５）に
従い，感染性心内膜炎予防のための抗菌薬の予防投与
を行う。

（2）急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群（川崎病）

①冠動脈瘤について

冠動脈瘤がある場合，血栓症や心筋梗塞のリスクの
有無を主治医に確認しておく。また，歯科治療ではエ
ピネフリン含有の局所麻酔薬の使用を避ける。
②抗凝固薬について

観血的処置に際しては抗凝固薬の休薬の必要性など
を主治医に確認する。

知的能力障害・自閉スペクトラム症への歯科的対応

令和 3年版厚生労働白書では，18歳未満の身体障
害者の総数が 7.2万人であったのに対し，知的障害者
（18歳未満）は 22.5万人，精神障害者（20歳未満）は
27.6万人となっている。知的能力障害は知的障害のグ
ループに，自閉スペクトラム症などの発達障害は精神
障害のグループに含まれ，身体障害と比較してそれぞ
れ 3～4倍ほど人数が多い。
知的能力障害や自閉スペクトラム症の患者では，軽

度の場合を除き理解力の不足や意思の疎通の困難があ
るため歯科治療や予防的な管理が難しい。担当する歯
科医師，歯科衛生士ともにこれらの疾患についての十
分な知識と理解が必要である。合併症などの問題がな
く，う蝕の発生もおおむね予防できていれば，移行期
を意識せずに一つの医療機関で歯科的管理を継続する
ことが可能である。歯科的対応の要点を以下に記載す
る。

（1）知的能力障害

①歯科疾患について

合併する疾患が無ければ，歯科疾患について特徴的
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図1　各種慢性疾患と移行支援の課題の大きさとの関係
（東京都移行期医療支援センターのリーフレットより抜粋）

なものは無い。障害が重度の場合は養育者による日常
の口腔清掃が不十分になりやすく，う蝕が多発しやす
いことから，養育者の協力度を高めて歯科疾患の予防
に注力する必要がある。
②対応法の原則

歯科治療への協力度は知的障害の程度に大きく左右
されることから，知的発達のレベルに合わせて治療方
針と対応法を検討する。
③行動調整法の選択

処置内容，処置の緊急性や本人の協力度によっては，
身体抑制下あるいは全身麻酔下での治療が必要になる
場合がある。

（2）自閉スペクトラム症

①歯科疾患について

歯科疾患について特徴的なものは無い。コミュニ
ケーションが困難で痛みや不快症状があっても明確に
は伝えられないことから，う蝕や歯肉炎が進行しやす
い。
②行動の特徴

自傷癖のほか偏食や食行動の異常がみられることが
ある。
③不適応行動について

新しい環境に慣れにくく，不安や恐怖により不適応
行動を示すことが多い。歯科処置に対しても一般に恐
怖心が強く，慣れるまでに時間がかかる。
④認知特性について

言葉での説明によって治療内容を理解させることが
難しい。視覚優位が認められる場合，治療の順序を構
造化し視覚素材を用いて提示することで理解度の向上

が期待できる。また，味覚や聴覚について過敏の有無
に注意を払う必要がある。
⑤行動調整法の選択

重度の知的能力障害を併せもつ場合には歯科処置が
より困難になる。通常下での歯科処置が難しい場合は，
全身麻酔下での治療を検討する必要がある。

歯科移行期医療への包括的な取り組みと課題

障害児・有病児の歯科移行期医療について，少なく
とも国内では学会などによる包括的な検討はまだ始
まっていない。障害児あるいは有病児について，より
専門性の高い成人期歯科医療への移行が望ましいと考
えたとき，移行後の医療レベルの担保についてどのよ
うに判断すべきであろうか。一つの判断材料は，転院
を予定している歯科医療施設に，公益社団法人日本障
害者歯科学会の認定を受けた歯科医師が在籍している
かどうか，ではないかと思われる。日本障害者歯科学
会のホームページ６）では，都道府県別に学会認定医（専
門医等も含む）のいる施設の情報，および障害者歯科
センターの情報にアクセスすることができる。歯学部
のある大学の病院や歯科大学に付属する病院には学会
の専門医や認定医が在籍している。また，ホームペー
ジに掲載されている多くの障害者歯科センターでは障
害児・者に限定した歯科外来を設置しており，認定医
を中心に各地域の居住者を対象として歯科治療や摂食
指導を行っている。全身麻酔の設備を備えているセン
ターも少なくない。なお，全国 47都道府県の比較で
は，東北と九州が他の地域と比べて認定医のいる施設
の数が少ない傾向があった３）。
東京都が地方独立行政法人として運営している小児

総合医療センターには，移行期医療を総合的に支援す
るための移行期医療支援センターが開設されている７）。
この支援センターが医療関係者向けに提供している
リーフレットでは，移行支援を始めるにあたっての自
立支援や転科支援の考え方や要点が分かりやすく記載
されているほか，各種慢性疾患と自立支援・転科支援
の難易度との関係が図で示されている（図 1）。これ
を見ると「知的障害のある医療的ケア児など」が自立
と転科の両方で課題が大となっており，また，「多臓
器疾患，先天性代謝異常など」が転科について課題が
大きい群に位置づけられている。筆者の個人的な解釈
になるが，転科による成人期医療への移行については，
個々の慢性疾患に対応できる専門性に加えて，合併す
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る重度の障害ともうまく向き合っていけるかどうかが，
支援にあたって課題の大きい疾病で移行を成功させる
ための鍵といえる。その観点からすると，障害児・有
病児の歯科医療での移行支援にあたっても，身体障害
や知的能力障害のある患者を担当する際の留意点や協
力度向上のための工夫について，成人期医療の担い手
と密に連携し積極的に情報交換することが重要になる
と思われる。
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